
（1）ルールの背景

サービス貿易とは、金融、運輸、通信、建設、

流通等のサービスの国際取引のことである。

「経済のソフト化」あるいは「経済のサービス

化」は着実に進展し、1970年代以降、世界全

体でGDPに占めるサービス産業の割合はほぼ

一貫して増加する傾向にあり、また、全産業の

雇用者数に占めるサービス産業の雇用者の割合

についても拡大傾向にある。一方で、サービス

貿易においては、物品の貿易とは異なり、

GATTにおける関税のような指標は存在せず、

水際における措置よりサービスの提供又は消費

にあたって課せられる国内規制の方が貿易障壁

となりやすいといった事情が存在した。このよ

うな貿易障壁となる国内規制については撤廃さ

れることが望ましい一方、これらの国内規制の

多くは、国内サービス産業の保護・振興を目的

とするのみならず、文化や伝統の保護、消費者

の保護等の公的・社会的目的のために設けられ

たものであるという事情もあり、サービスに関

する多角的な国際的規律の必要性を求める声は

さほど大きくなかった。

しかしながら、特に米国は、1980年代以降、

金融や電気通信といった分野で規制緩和を進

め、競争力を強め、サービスの貿易に関する国

際的な規律作りに向けた取組を続けてきた。米

国をはじめとした先進国を中心に、サービス貿

易額は着実に増大し（WTOの統計によれば、

現在では世界貿易（全世界輸出額ベース）の

18.5％、２兆7,559億ドル（2006年）に達して

いる（図表11－１））、当初、開発途上国を中

心とした反対はあったものの、最終的には、ウ
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1．ルールの概観

モノ 

サービス 

モノ・サービス計 

サービスの構成比 

5,402 

1,270 

6,672 

19.0％ 

5,711 

1,406 

7,117 

19.7％ 

6,487 

1,608 

8,095 

19.8％ 

9,210 

2,212 

11,422 

19.3％ 

輸　　出　　額 

1996年 1999年 2002年 2004年 

10,472 

2,458 

12,930 

19.0％※ 

2005年 

12,083 

2,755 

14,838 

18.5％※ 

2006年 

＜図表11－1＞　世界貿易に占めるサービス貿易の割合（輸出額ベース） 
（単位：10億ドル） 

※　昨今の商品価格の値上がりを反映してモノの輸出額がサービスに比べて増大している（下記出典「I . 
WORLD TRADE DEVELOPMENTS」参照）。 

出典：INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2007（WTO事務局）より作成 



ルグアイ・ラウンドにおいて、サービス分野を

多角的貿易交渉に含まれることに合意した。

交渉開始当初、協定の適用範囲、協定に適用

される義務・原則、既存の国際ルールとの関係、

開発途上国への配慮等を主要な論点として交渉

が行われ、結果としてGATTにおける農業や

繊維のように特定の国の利害により一定の分野

が除外されない形で、金融、運輸、通信、建設、

流通等広範なサービス分野を対象として、最恵

国待遇、市場アクセス、内国民待遇等を規定し

た「サービスの貿易に関する一般協定：

GATS：General Agreement on Trade in

Services」（以下「サービス協定」という）が

開発途上国を含むすべての国の参加を得て、ウ

ルグアイ・ラウンド交渉終結時に合意された。

（2）法的規律の概要

①4つのモード

サービス協定は、155業種（WTO事務局分

類）を含むすべてのサービス（政府の権限の行

使として提供されるサービスを除く）の貿易に

影響を及ぼす政府の措置を対象としており、こ

れらのサービス貿易を、以下の４つの貿易形態

（モード）に分類している（図表11－２参照）。

１）越境取引：ある加盟国の領域から他の加

盟国の領域へのサービス提供

２）国外消費：ある加盟国の領域における他

の加盟国のサービス消費者へ

のサービス提供

３）商業拠点：ある加盟国のサービス提供者

による、他の加盟国の領域に

おける商業拠点を通じたサー

ビスの提供

４）人の移動：ある加盟国のサービス提供者

による、他の加盟国の領域内

における自然人を通じてのサ

ービス提供

②主要規定の概要

サービス協定上の義務には、以下のとおり

「（a）すべての分野のサービス貿易に関して守る

べき義務」と、「（b）約束を行った分野のサー

ビス貿易に関して守るべき義務」がある。

また、国内規制規律（第６条）、緊急セーフ

ガード（第10条）、政府調達（第13条）、補助

金（第15条）に関する「（c）横断的ルールの交

渉義務」の作成について、サービス協定は、サ

ービス貿易理事会及びウルグアイ・ラウンド後

の将来の多角的交渉に委ねている。これを受け

て、国内規制規律については国内規制作業部会

（1999年４月に自由職業作業部会が発展改組）、

その他の３つのルールについてはGATSルー

ル作業部会において検討が行われている。

（a）すべての分野のサービス貿易に関して守

るべき義務

（ i）最恵国待遇原則（第２条）

すべての国に対して同等の待遇（最恵国待遇）

を与える義務（第１章「最恵国待遇」参照）。

（最恵国待遇例外）

サービスの分野においては、過去の経緯等に

よって最恵国待遇を採れない措置が存在するた

め、本協定では、一定の要件を満たすことを条

件に、第2条第2項に基づき当該措置の最恵国

待遇適用除外が認められることとした。認めら

れた措置は、ウルグアイ・ラウンド後の自由化

交渉の対象となるとともに、５年以内にサービ

スの貿易に関する理事会の検討に付され、原則

として10年を超えて存続してはならない。

（その他協定の規定により最恵国待遇原則が適

用されない場合）

・域内のサービスの貿易を自由化するための協

定に加わる場合（第５条）

・域内の労働市場を完全に統合するための協定

に加わる場合（第５条の２）
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１．越境取引 ある加盟国の領域から 
他の加盟国の領域への 
サービス提供 
 
 
《サービスの越境》 
 

２．国外消費 

３．商業拠点 

４．人の移動 
（労働移動） 

モード 内　容 

海外に在住する 
弁護士から電話 
で法務アドバイ 
スを受ける 

ある加盟国の領域にお 
ける他の加盟国のサー 
ビス消費者へのサービ 
ス提供 
 
 
《需要者の越境》 

観光客や海外出 
張者による現地 
消費（電子機器 
レンタル等） 

ある加盟国のサービス 
提供者による、他の加 
盟国の領域における商 
業拠点を通じたサービ 
ス提供 
 
 
《商業拠点の越境》 

海外支店を通じ 
た金融サービス 

ある加盟国のサービス 
提供者による、他の加 
盟国の領域内における 
自然人を通じてのサー 
ビス提供 
 
 
 
《供給者（自然人）の 
　越境》 

外国アーティス 
トの招へい 

例 イメージ図 

●：サービス供給者（自然人又は法人）、▲：サービス需要者（自然人又は法人）、 
■：商業拠点、◆：自然人、△：移動前のサービス需要者、◇：移動前の自然人、 
　　　　：移動、　　　　：サービス提供 
 

＜図表11－2＞　サービス貿易の4形態（モード） 

▲ 

需要国 供給国 

サービス需要者 サービス供給者 
▲ ● 

需要国 供給国 

サービス需要者 サービス需要者 

サービス供給者 

△ ▲ 

● 

▲ 

需要国 供給国 

サービス需要者 

サービス供給者 商業拠点 

● ■ 

■
 

需要国 供給国 

サービス需要者 

サービス供給者 

自然人 

自然人 

● 

□
 



・特定の国において取得されている教育、免許、

資格等を自国内でも有効なものとして認める

場合（第７条）

・政府機関が政府用として購入するサービスの

調達（政府調達）のうち商業的販売のための

利用を目的としない調達を行う場合（第13

条）

（ii）透明性（第３条）

貿易に関連する法律、規則等は、法律、規則

等が公開されていないことも障壁となるため、

本協定は、サービスに関連する法律、規則等の

公表を一般的義務としている。これにより、手

続の不透明性による障壁を除去できるととも

に、その内容についての交渉を行うことも容易

になる。

（b）約束を行った分野のサービス貿易に関し

て守るべき義務

サービス協定においては、各国が自由化の約

束を行う分野と自由化の内容を「約束表」に記

載し、その分野の拡大及び自由化内容の充実は

その後の自由化交渉により図るという漸進的自

由化の方法が採られている。本協定の自由化約

束の方法は、各国が上記の155の業種及び４つ

の貿易形態のマトリクスに基づいて自ら自由化

を行う分野のみを約束表に記載することとなっ

ていることから、ポジティブリスト方式（又は

ボトムアップ方式）と呼ばれる。約束表におい

ては、加盟国は、市場アクセス及び内国民待遇

に関する条件及び制限に加え、これらの対象と

ならない措置であっても「追加的約束」として

様々な自由化約束を記載することができる（約

束表の記入例については図表11－３、各国の

自由化約束及び最恵国待遇免除登録の状況は図

表11－４及び５参照）。我が国は、およそ100

の分野について何らかの自由化約束を行うとと

ともに、一切の免除登録を行うことなくすべて

の分野で最恵国待遇義務を果たしている。

（ i）市場アクセス（第16条）

具体的な約束を行って初めて義務の内容が定

まるものの１つ。

本規定は、政府が採るべきでない措置の類型

として、①サービス供給者の数に関する制限、

②サービスの取引総額又は資産総額に関する制

限、③サービスの総産出量に関する制限、④サ

ービス提供者の雇用者数の制限、⑤企業形態制

限、⑥外資制限等の６種類の措置を限定的に列

挙している（具体的な例については図表11－

６を参照）。

加盟国は、各サービス分野及びモードについ

て、これらの措置を採らない旨の約束を行うか、

全面的に又は部分的に留保を行うかを、国別約

束表に明記することとなっている。各国は、こ

れらの列挙された措置以外の措置はもちろんの

こと、留保している措置も協定の他の条項に違

反しない限り採ることができる。

なお、本規定は、結果としての市場アクセス

（市場シェアの確保等）を担保するものではな

い。

（ii）内国民待遇（第17条）

他の加盟国のサービス及びサービス供給者に

対して内国のサービス及びサービス供給者と比

して不利でない待遇を与えるという原則である

（第２章「内国民待遇」参照）。

内国民待遇の付与も、具体的な約束によって

内容が決まる義務である。すなわち、各国は、

それぞれの分野につき内国民待遇の義務を受け

入れるかどうかを交渉を通じて決めることがで

きる（例えば銀行業については、内国民待遇を

付与しないとすることも可能）。

また、受け入れる場合にも、内外差別的な措

置を一定の範囲で採ることを留保することがで

きる（例えば、銀行業について預金業務を除き

内国民待遇を付与するとの約束も可能）。留保
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を行った際には、それを国別約束表に掲げなけ

ればならない。

（iii）追加的約束（第18条）

市場アクセス（第 16 条）及び内国民待遇

（第17条）の対象とならない加盟国の措置であ

っても、各国間の個別の交渉により自由化約束

の対象とすることができる。

サービス分野において意味のある自由化を行

うためには、市場参入を制限する措置及び外国

のサービス又はサービス供給者を差別する措置

を撤廃するというだけではなく、積極的な政府

措置が必要となる場合があると考えられてい

る。係る政府措置を実施する義務は、市場アク

セス及び内国民待遇義務ではカバーされていな

い。サービス協定では、係る約束を約束表に記

載できることについて、第18条に規定がある。

（iv）国内規制（第６条）

加盟国は、特定の約束を行った分野において、

サービス貿易に影響を与えるすべての措置が、

合理的、客観的かつ公平に運用されることを確

保する。

（v）支払及び送金（第11条）

国際収支を擁護する場合を除き、加盟国は、

本協定の下での特定の約束に関連する経常取引

のための国際的支払及び送金に関する制限を適

用してはならない。また、国際収支を擁護する

場合及びIMFの要請に基づく場合を除き、特

定の約束に関連して上記制限を行わない限りに

おいては、IMF加盟国の権利及び義務は、本

協定のいかなる規定の影響も受けない。

（c）横断的ルールの交渉義務

（ i）国内規制規律（第６条）

第６条４項では、サービスの貿易に関する理

事会が資格要件、免許要件等に関する措置がサ

ービスの貿易に対する不必要な障害とならない

ことを確保するため、同理事会が設置する適当

な機関を通じて必要な規律を作成するとし、サ

ービス提供（例えば、金融・建設サービスへの

従事や会計士の受入れ等）に係る資格手続・要

件、免許手続・要件、技術基準が不必要な貿易

障壁とならないよう、透明性の確保とともに、

過剰な規制にならないことを確保しようとして

いる。

（ii）セーフガード（第10条）

緊急セーフガードに関する多角的交渉をサー

ビス協定発効後３年以内に行い、その結果を発

効させることを規定している。

（iii）政府調達（第13条）

政府自らが消費するために調達するサービス

には、サービス協定の主要条文である第２条

（最恵国待遇）、第16条（市場アクセス）、第17

条（内国民待遇）が適用されないことを規定し

ている。また、政府調達に関する多角的交渉を、

サービス協定発効後2年以内に行うとしている。

（iv）補助金（第15条）

締約国が補助金は一定の状況下ではサービス

貿易歪曲効果を持つことを認識し、補助金を規

律するための多角的交渉を行う旨規定してい

る。

（d）その他の規定

（ i）特定約束交渉（第19条）

サービス貿易における漸進的自由化を達成す

るために、加盟国は交渉のラウンドをWTO協

定発効から５年より遅くない日に開始し、その

後定期的に行うとされており、同条に基づいて

2000年に自由化交渉が開始された。また、自

由化の過程においては、個々の加盟国の国家政

策目標及び開発レベルを十分に考慮して進める

とされている。

（ii）附属書

・金融サービスに関する附属書

加盟国は、信用秩序の維持のための又は金
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融体系の健全性及び安定性を確保するための

措置を採ることを妨げられない。

・電気通信に関する附属書

加盟国は、国別約束表に記載するサービス

に関し、他の加盟国のサービス提供者に対し、

合理的かつ無差別な条件の下で公衆電気通信

伝送網及びサービスへのアクセス及び利用を

与えることを確保する。

・航空運送サービスに関する附属書

二国間の航空協定等に基づき認められる運

輸権及び運輸権の行使に直接関連する措置は

本協定の対象外である。

・サービスを提供する自然人の移動に関する

附属書

加盟国は、市場アクセス、内国民待遇等に

関する特定の約束を無効化又は侵害しない限

り、その領域における自然人の入国又は一時

的な滞在を規制するための措置を適用するこ

とを妨げられない（本章コラム：GATSと

「人の移動」参照）。

（iii）分野ごとのルール

金融、電気通信等の特定分野に関する附属書

に加え、金融分野については、市場アクセス、

内国民待遇などの措置について具体的に定

め、かつより高度な自由化を規定した金融了解

が合意された。また、基本電気通信分野につい

ては、相互接続の確保、ユニバーサル・サービ

ス、免許基準の公表等の競争促進的規制等の枠

組みを規定した参照ペーパーが作られた。これ

らは、上記（b）（iii）の追加的約束として多くの

国の約束表において自主的に添付されている

（規制の枠組みの参照ペーパー：注釈11－２参

照）。
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＜図表11－3＞　約束表の記入例 
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。
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係
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

約
束
し
な
い
）
 

 

  4）
U
nb
ou
nd
 e
xc
ep
t 
fo
r 
m
ea
su
re
 c
on
ce
rn
in
g 

th
e 
en
tr
y 
an
d 
te
m
po
ra
ry
 s
ta
y 
of
 a
 n
at
ur
al
 

pe
rs
on
 w
ho
 f
al
ls
 i
n 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
ca
te
go
ry
: 

　
i）
A
ct
iv
it
ie
s 
to
 d
ir
ec
t 
a 
br
an
ch
 o
ff
ic
e 
as
 i
ts
 

he
ad
. 

　
（
次
の
分
類
に
該
当
す
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サービスセクター分類 

１．実務 
　　サービス 
 
 
 
 

２．通信 
　　サービス 
 
 
 

３．建設・エン 
　　ジニアリン 
　　グサービス  
 

４．流通 
　　サービス 
 
 
 

５．教育 
　　サービス 
 
 
 

６．環境 
　　サービス 
  

７．金融 
　　サービス 
 

８．健康関連・ 
　　社会事業 
　　サービス 
 

９．観光・旅行 
　　関連 
　　サービス 
 

10．娯楽､文化､ 
　　スポーツ 
　　サービス  
 
 
 
 
11．運送 
　　サービス 
 
 
 
 
12．その他のサービス 
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 ○ 
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 ○ 
 ○ 
 ○ 
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Ａ．自由職業 
Ｂ．コンピューター関連 
Ｃ．研究開発 
Ｄ．不動産 
Ｅ．レンタル／リース 
Ｆ．その他 
Ａ．郵便 
Ｂ．クーリエ 
Ｃ．電気通信 
Ｄ．音響映像 
Ｅ．その他 
Ａ．ビル建築 
Ｂ．土木建設 
Ｃ．設置、組立 
Ｄ．仕上作業 
Ｅ．その他 
Ａ．問屋 
Ｂ．卸売 
Ｃ．小売 
Ｄ．フランチャイズ 
Ｅ．その他 
Ａ．初等教育 
Ｂ．中等教育 
Ｃ．高等教育 
Ｄ．成人教育 
Ｅ．その他 
Ａ．汚水処理 
Ｂ．廃棄物処理 
Ｃ．公衆衛生 
Ｄ．その他 
Ａ．保険関連 
Ｂ．銀行及びその他金融 
Ｃ．その他 
Ａ．病院 
Ｂ．人間健康関連 
Ｃ．社会事業 
Ｄ．その他 
Ａ．ホテル・飲食店 
Ｂ．旅行業 
Ｃ．旅行ガイド 
Ｄ．その他 
Ａ．興行 
Ｂ．通信社 
Ｃ．図書館、博物館等 
Ｄ．スポーツ等 
Ｅ．その他 
Ａ．海上運送 
Ｂ．内陸水運 
Ｃ．航空運送 
Ｄ．宇宙運送 
Ｅ．鉄道運送 
Ｆ．道路輸送 
Ｇ．パイプライン輸送 
Ｈ．運送補助 
Ｉ．その他 

米
国 

中
国 

Ｅ
Ｕ 

カ
ナ
ダ 

韓
国 

香
港 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

マ
レ
ー
シ
ア 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

タ
イ 

豪
州 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

イ
ン
ド 

日
本 

＜図表11－4＞　主要各国の自由化約束状況 

（注）○印は、何らかの自由化約束が行われているセクターを示す。ただし、○印を付したセクターにおいても、セクターの
一部についてのみ自由化約束をしている場合や、内国民待遇に反する措置や市場参入を制限する措置を留保している場合
があり、本表は直接的に自由化の程度を示すものではない。なお、事務局分類は、上記分野より更に詳しく、すべてのサ
ービス業を155業種に分類している。 
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第
II
部

サ
ー
ビ
ス
貿
易

第
11
章

＜図表11－5＞　主要各国の最恵国待遇義務の免除登録分野 

①業種横断（人の移動、課税、土地取得、中小企業登録）、②電気通信（衛星放送）、 
③銀行、④保険、⑤航空運送、⑥宇宙運送、⑦道路運送、⑧パイプライン輸送 

①業種横断（人の移動、土地取得、投資）、②レンタル／リース、③音響映像、 
④保険、⑤内陸水運、⑥航空運送、⑦道路運送 

①実務（漁猟関連）、②音響映像、③保険、 
④航空運送、⑤海上運送 

①航空運送 

なし 

①業種横断（人の移動、投資、課税）、②専門職業（法律）、③音響映像、④銀行、 
⑤保険、⑥航空運送、⑦海上運送 

①業種横断（人の移動、外国資産） 

①業種横断（人の移動）、②建設、③銀行 

①専門職業（会計、出版・新聞）、 
②海上運送、③航空運送、④道路運送 

①音響映像 

①業種横断（人の移動、投資）、②銀行、③海上運送 

①電気通信、②音響映像、③娯楽、④海上運送 

なし 

米国 
 

ＥＵ
 

 

カナダ
 

 

韓国 

香港 

シンガポール
 

 

マレーシア 

インドネシア 

タイ
 

 

豪州 

フィリピン 

インド 

日本 

GATS第16条　政府が採るべきでない措置の類型 
 

①サービスの供給者 
　の数に関する制限 
  
 
②サービスの取引総 
　額又は資産総額に 
　関する制限 
 
③サービスの総算出 
　量に関する制限 
 
④サービス提供者の 
　雇用者数の制限 
 
 
⑤企業形態制限 
 
 
⑥外資制限 
 

・経済需要に基づいた新規レストラン開店への免許制度 
・開業医の年間開業数制限 
・職業安定所サービスの独占 
・実質参入が不可能な形でのサービス提供者への国籍要件 
 
・外国銀行支店に対する資産制限 
 
 
 
・外国映画の放映時間制限 
 
 
・外国人労働者の雇用者総数制限 
 
 
・代理店を除いた商業拠点設置義務 
・外国企業に対する支店設置要件 
・特定のサービスにおけるパートナーシップ要件 
 
・商業拠点設置における外資出資比率制限 

GATS第17条　内国民待遇制限事例 
 
・音響映像サービスの「国内」事業者は、国内放送周波数優先割当を受けられる 
　　→このような措置は明白にサービス供給者の由来により差別をしており、形式上内国民待遇の否定 
　　　となる。 
・サービス提供資格の発給について「国内」居住を要件とする措置 
　　→形式上国籍に基づく差別措置には該当しないが、内国民に比べ居住要件を満たしにくい故に、事 
　　　実上外国サービス提供者は不利な扱いを受ける。 

＜図表11－6＞　市場アクセスと内国民待遇の規制事例（WTO事務局文書S/L/92） 
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＜注釈11－2＞　基本電気通信の規制の枠組みに関する参照ペーパー

参照ペーパーの項目
適用範囲：基本電気通信サービスを供給するために必要な施設の保有や市場における地位を用いて基

本電気通信市場への参入の条件に影響を与えることができる供給者

1．競争条件の確保のためのセーフガード
主要なサービス提供者が反競争的行為を行い又は継続することを防止するために適切な措置を維持

すること。（反競争的行為の例：市内通信で得られた独占利益を市外通信の割引の原資とする等）

2．相互接続の確保
主要なサービス提供者との相互接続については、伝送網上技術的に可能なすべての接続点において

確保すること。

3．ユニバーサル・サービス
いずれの加盟国も、当該加盟国が維持することを希望するユニバーサル・サービスの内容を定義す

る権利を有すること。ただし、透明、非差別的、かつ競争中立的な態様で履行され、かつ、当該加盟

国が定める内容のユニバーサル・サービスを確保するために必要である以上に大きな負担であっては

ならない（ユニバーサル・サービスとは、電話・電気等の公共サービスについて、一定の供給地域内

で供給の要請があったときには応じなければならないという供給者への義務づけのこと）。

4．免許基準の公表
免許が必要とされる場合には、（1）すべての免許の基準及び免許の申請に係る決定に関する標準処

理期間、（2）個別免許の条件、を公表すること。

5．独立の規制機関
規制機関は、いかなる基本電気通信サービスの提供者からも独立であること。

6．希少な資源の分配及び利用
希少な資源（周波数、番号及び線路施設権を含む）の分配及び利用に係るいかなる手続も、客観的

な、透明かつ非差別的な態様で適時に実施すること。

＜参考＞エネルギーに関する日本提案の概要（2001年10月）

＜エネルギー・サービスの重要性と考慮すべき事項＞
○経済的及び社会的発展を図るためには、エネルギーの効率的かつ安定的な供給が確保されることが必

要である。また、経済成長を成し遂げるためには、他のサービスと同様に、エネルギー・サービスの

効率を上げることが極めて重要である。

○GATSにおけるエネルギー・サービス分野のルールの策定にあたっては、エネルギー・セキュリテ

ィや供給信頼度の維持、環境の保全、ユニバーサル・サービスの維持、公衆安全の維持といった公益

的課題の解決に向けて、加盟国が透明性があり、競争中立的であり、かつ、必要以上に大きな負担と

ならない規制手段を取り得ることが留保されるべきであり、約束に差異があることが許容されるべき

である。

○加盟国間において、エネルギー・サービスがそもそも国営であったか私営であったかといったサービ

スの成り立ちや現在の産業構造に差異が存在するため、GATSにおけるエネルギー・サービス分野の

ルールの在り方については、加盟国独自の多様性を認める必要がある。ただし、そのルールは、可能

な限り非差別的であり、最大限の透明性が確保されたものでなければならない。

＜交渉における検討項目＞
A．分類
○今次交渉において、新たなエネルギー・サービス分類の作成を検討することを提案する。その際、新

分類はエネルギー分野のみを対象とし、既存の約束と抵触することのないよう作成されなければなら

ない。

○エネルギーの卸売から最終消費者の消費に至るまでの一連のサービスを包括的に協議すべきであり、

まずエネルギーの卸売、輸送（送電及び配電、パイプラインによる輸送並びに熱の移送）及び小売に
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関連する「コア」エネルギー・サービスを中心とすべきである。

○まずエネルギー中立的に検討し、エネルギー源は問わないものとする。ただし、原子力に関連したエ

ネルギー・サービスは、慎重に検討することが必要である。また、資源の公的所有については交渉対

象から除外することを提案する。

B．市場アクセス及び内国民待遇
○公益的課題に留意しつつ、可能な限りの広範囲の市場アクセスと内国民待遇について交渉を検討すべ

きである。

○各地方政府が、加盟国市場の経済実態に即し、市場全体としての市場アクセスや内国民待遇を改善す

ることを、中央政府（独立の規制機関を含む）は保証すべきである。

○エネルギー・サービス固有の資機材の設置、エネルギーに関する専門知識を有する技術者の移動に関

する障壁を撤廃する適切な議論が行われることを期待する。

C．規制の枠組みの検討
○ネットワークの公平・公正・透明な利用の視点も踏まえた、競争環境の整備に資する国内規制の枠組

みの有用性を検討することが有用である。

（3）最近の動向

①継続交渉

ウルグアイ・ラウンド交渉時に各国間の合意

が成立しなかった海運、金融、基本電気通信の

３分野については、ウルグアイ・ラウンド終了

後も継続して交渉を行うこととされた。それに

伴い、開発途上国側の要求により人の移動につ

いても継続交渉事項とされた（図表11－７）。

その後、人の移動については1995年７月に

早々に交渉が終結した。

海運については、ウルグアイ・ラウンドでは

国際運送を行う外航海運のほか、貨物取扱業等

の海運補助サービス及び港湾利用を対象に交渉

が行われたが、内航海運については、多くの国

が自国籍船舶に留保している現状であることか

ら交渉の対象外とされた。継続交渉となったが、

最後まで米国が約束表のオファーを行わなかっ

た等の理由により交渉が全く進展しなかったた

め、1996 年６月に交渉を中断すること及び

2000年から開始された次期サービスラウンド

とともに交渉を再開することが決定された。各

国は、交渉が終結するまでは現在の規制水準を

現状維持することとなっている。

金融については、1995年７月の暫定合意を

経て、1997年12月に、70か国の参加を得て最

恵国待遇ベースの合意が達成された。これを受

けて第5議定書が成立・発効し、67か国が受諾

した。これにより米国、EUの他、アジア、南

米の主要開発途上国からも金融サービス分野の

高水準の改善約束を含む恒久的な合意を得るこ

とができた。

基本電気通信については、当初の期限であっ

た1996年４月から大幅に遅れたものの、1997

年２月に、69か国の参加を得て最恵国待遇ベ

ースの合意が成功裡に達成された。翌年２月に、

第４議定書（受諾期限や発効手続を定めたもの。

各国が提出した追加的な自由化約束が本議定書

に附属されている）が発効し、合意が実施に移

された。

②シアトル閣僚会議までの動き

このほか、サービス協定においては、次期ラ

ウンドを待たずに引き続き幾つかの事項につい

て検討を行うこととされた。

まず着手されたのは自由職業サービスに関す

る規律の作成である。このうち、比較的世界的

な共通化が進展している会計士分野について先

行して作業を行うこととされ、検討のために設



置された自由職業作業部会において、会計士資

格の相互承認協定を結ぶためのガイドラインの

策定（1997年５月）、貿易の障害になっている

事項に関する会計士に関する多角的規律（透明

性、免許要件、資格要件、資格手続、技術上の

基準等について一般的、抽象的、中立的に規定

したもの）の作成（1998年12月）が行われた。

その後、会計士分野のみに３年も要したこと

や、国内規制に係るサービス協定第６条４項は

対象を自由職業サービスに限定していないこと

などから、自由職業サービスを含むサービス業

全体の規律を議論することを求める声が強くな

った。その結果、1999年４月に自由職業作業

部会を発展改組し、新たに国内規制作業部会を

設立し、自由職業分野を含むサービス業全体の

国内規制に関する規律策定について議論がなさ

れている。

また、サービス分野における政府調達、セー

フガード及び補助金のルールの取扱いについて

は、GATSルール作業部会においてそれぞれ議

論が行われてきた。特にセーフガードについて

は、何らかのセーフガード措置が必要と主張す

る国と、セーフガード措置を是認するにあたっ

ては、その要件を厳格に規定し、かつ運用する

ことが可能でなければならないとの立場の国と

の間で意見が分かれた。そのため、交渉期限を

再三に渡り延長し、引き続き議論が行われてい

る。

その他特定約束委員会においては、サービス

の分類の改訂、約束表の記載を行う際の指針と

なるスケジューリングガイドラインの改訂等に

ついて議論が行われてきた。このうち、分類の

改訂については、現行の事務局分類の改訂の必

要性（問題点の洗い出し等）、新サービスの取

扱い等について議論がなされている。

③サービス交渉の開始

サービスの自由化交渉（特定約束交渉）は、

農業と同様に、ウルグアイ・ラウンド最終合意

において次回のラウンド開始を待たずに交渉を

開始することが決められたアジェンダ（いわゆ

る「ビルト・イン・アジェンダ」）として、

2000年初めから交渉が開始されることが決ま

っていた（サービス協定第19条）。シアトル閣

僚会議以降、当初は必ずしも議論が順調に進ま

なかったが、一年近くにわたる議論を経て2001

年３月に、交渉の目的、原則、範囲、方法等を

定めた「交渉ガイドライン」が策定された。

その後、2001年11月のドーハ閣僚会議にお

いて、サービス交渉は他の交渉事項とともに包

括ラウンドの中で扱われることになり、2005

年 12月の香港閣僚会議において、質的目標、

及び、プルリ交渉の導入に合意。また、共同リ

クエストの提出を2006年 2月末以降のなるべ

く早いタイミングに、再改訂オファー提出を７

月末に、最終約束表の提出期限を10月末とす

る一連のタイムラインにも合意した。この香港

での合意に基づき、2006年２月から３月にか

けて共同リクエストが提出され、７月末の再改

訂オファー提出に向けた交渉が行われていた

が、７月末に交渉全体が中断したことを受けて、

再改訂オファーの提出期限も無効となった。そ

の後、2007年に１月に交渉が本格的に再開さ

れ、次期改訂オファー提出期限の再設定及びそ

のオファーに含まれるべき自由化内容につい

て、現在交渉が進められている。
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（4）経済的視点及び意義

サービス産業は、現在、多くの先進国におい

て、国内総生産の約６割から７割、就労人口全

体の約６割から７割を占めるに至っているな

ど、各国経済の重要な要素となっている。本章

の冒頭でも述べたとおり、このような「経済の

ソフト化」あるいは「経済のサービス化」とい

った現象は程度の差こそあれ、開発途上国を含

めた趨勢となっている。

①生産要素の移動

サービス貿易の大きな特徴は、物品の貿易と

異なり、資本、労働、技術、経営資源等の生産

要素の移動を伴うことにある。つまり、サービ

ス貿易は、供給者の消費地への移動（消費国に

おける企業の設立による提供（資本の移動）、

自然人の移動による提供）や、消費者の供給地

への移動（機械の海外での修理や観光のための

海外旅行等）の形態をとることが多い（もちろ

ん、映像、ソフトウェア等の越境移動のように

供給者、消費者の双方とも移動せずに国際取引

が行われる場合もある）。また、物品と異なり

在庫が持てないという特徴もある。

生産要素たる資本、労働力、技術、経営のノ

ウハウ等の移動を伴うサービス貿易の増加は、

異なる国の生産要素の新しい結びつきを生み、

生産性を向上させる機会を生み出すが、国内経

済への影響は大きく、影響の程度は、直接投資、

労働の移動等その形態により異なる。

直接投資については、質的により高い競争者

の参入による場合が多く、当該国のサービス産

業の効率性の向上、消費者選択における多様性

の増大等の効果があり、サービス産業の競争及

び国際分業を促進し、消費者の経済的便益を向

上させ、時には当該国の商慣行をも変える。こ

の場合、既存の国内サービス産業が競争に淘汰

され、雇用市場にマイナスの影響を与える場合

もあるが、新規需要の創出、新しいサービス産

業の進出の場合には逆に雇用機会の創出につな

がる。

労働者の移動については、より直接的に労働

市場に影響を与えることとなる。例えば、低賃

金国から高賃金国への非熟練労働の移動が行わ

れた場合においては、サービス生産者は、安価

な労働力を活用することにより、より安価なサ

ービスを提供することができることとなる。他

方、これら海外からの非熟練労働は、国内の労

働者と直接的に競合することになり、移動の規

模によっては大きな社会的コストが生ずる可能

性がある。

②サービス産業効率化の波及

サービス分野の自由化を考える場合には、金

融、運輸、通信、流通、建設、エネルギー等の

サービスが、他の産業への投入であることが多

いことにも留意する必要がある。サービス産業

における効率化は当該分野のみならず他のサー

ビス分野や製造業における生産の効率性にも影

金　融 基本電気通信 海　運 人の移動 

現状 1997年12月13日に 
交渉終結 
（1999年３月１日 
発効） 

1997年２月15日に 
交渉終結 
（1998年２月５日 
発効） 

1996年６月交渉中 
断を決定2000年サ 
ービス交渉ととも 
に交渉再開 
（交渉終結まで現在 
の規制水準維持） 

1995年７月28日に 
交渉終結 
（1996年１月30日 
発効） 

＜図表11－7＞　継続交渉分野の取扱い 



響を及ぼす等波及効果が大きいので、サービス

貿易の利益は、当該産業の合理化にとどまらな

い。このようにサービス貿易の自由化は、短期

的には既存のサービス提供者の一部の淘汰を伴

うことはあり得るものの、サービス消費者の厚

生の向上には確実に結びつき、長期的には、当

該サービスの提供者の生産性及び競争力の向上

のみならず他の生産者の生産性及び競争力の向

上に貢献する。サービス貿易の自由化は、経済

的に優れた効果があるため、規制を要する分野

においても、透明性、手続の公平性を確保し、

公平な競争条件を確保する必要がある。
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（1）カナダ―自動車に関する措置

（DS139, 142）

カナダ政府の自動車に関するオートパクトを

前提とした優遇措置は、卸売サービスに関して、

サービス協定の最恵国待遇（サービス協定第２

条）及び内国民待遇（サービス協定 第17条）

に違反するとして、日本はEUとともにパネル

を争った。パネルでは、日本の主張がほぼ全面

的に認められたが、2000年５月に提出された

上級委員会の報告書では、本措置がサービスに

影響があるとのパネル認定については、証拠不

十分としてパネルの結論を覆している。しかし、

カナダ政府は、パブリックコメントを経て

2001年２月18日付で優遇措置を撤廃する行政

命令を施行した（詳細については、第１章「最

恵国待遇」カナダの自動車に関する措置を参

照）。

（2）メキシコ―電気通信サービス（DS204）

メキシコは国際電話サービスの提供を複数の

通信事業者に許可しているが、国際長距離電話

サービス提供規則により「特定国との交渉に先

立つ直近の６か月において、長距離電話市場で

最大のシェアを持つ長距離サービスの譲許取得

者が、当該特定国の電気通信事業運営体と精算

料金について交渉するものとする。」と規定し

ていた。そのため、実際は市場の６割を占める

TELMEX社が排他的に国際精算料金（accoun-

ting rate systems for settling interconnection

rates with carriers from certain countries）の

交渉を行っており、メキシコの通信事業者は

TELMEX社が交渉した料金を適用することに

なっていた（同一計算料金制度）。米国は、こ

のようにして設定された国際電話の終点におけ

る精算料金は、コストに基づくものではなく、

また、独占交渉制度や同一計算料金制度は、非

合理なものであり、主要なサービス提供者によ

る反競争的行為を許すものであるとして、メキ

シコが約束している参照文書（「反競争的行為

の防止」、「確保すべき相互接続」）に反すると

主張していた。更に、cross-borderにおける専

用線の利用を拒んでいるメキシコの方針は、専

用線についての合理的な条件でのアクセスを確

保するべきとしたサービス協定 の「電気通信

に関する附属書」上の義務にも反するとして、

2000年８月に協議要請を、また同年11月にパ

ネル設置要請を行った。その後2002年４月17

日に正式にパネルが設置され、我が国も本パネ

ルに第三国参加したところ、2004年４月、パ

ネルはメキシコのサービス協定違反を認め、加

盟国にパネル報告書が配布された。この結果を

受けて、メキシコは2004年８月に新しい国際

長距離電話通信規則を発表し、同年６月の米墨

間合意を実行した。
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（3）米国―賭博サービス（DS285）

米国はオンラインの賭博サービスについて規

制をしている。2003年３月、アンティグア・

バーブーダが米国によるオンラインの賭博サー

ビスの提供についての規制を、米国が行った娯

楽サービスについての自由化約束（モード１

（＝越境取引）について「制限なし」）に反し、

サービス協定第16条（市場アクセス）、第６条

（国内規制）、第11条（支払い及び資金移動）

及び第17条（内国民待遇）に違反していると

して、ＷＴＯ上の協議要請を行った。同年６月、

アンティグア・バーブーダはパネル設置を要求

し、パネル審理を経た結果、パネルはアンティ

グア・バーブーダの主張のうち、米国のサービ

ス協定第16条違反を認め、2004年11月に加盟

国にパネル報告書が配布された（パネルはその

他の条項に対する違反については判断をしなか

った）。これを受けて両当事国は2005年１月に

上訴し、同年４月、上級委員会は改めて米国の

第16条違反を認定した。

その後、米国が勧告実施のために採った措置

の有無及びサービス協定との整合性について当

事国間で意見の相違があったため、DSU21.5条

に基づく履行確認パネルが設置。審理の結果、

米国が勧告を実施していないとのパネル報告書

が2007年３月30日に配布、５月22日にDSB

で採択された。これを受けて、同年６月21日、

アンティグア・バーブーダはDSU第22.2条に

基づき対抗措置の承認を申請（GATS 及び

TRIPS協定に基づく譲許その他の義務の停止）

したが、同年７月23日の米国の要請を受けて、

対抗措置の規模について仲裁への付託が行われ

た。同年12月21日に、対抗措置の規模は大幅

に減額（アンティグア・バーブーダの主張する

年間34億4,300万米ドルから、年間2,100万米

ドルに減額）されたものの、アンティグア・バ

ーブーダのGATS及びTRIPS協定に係る対抗

措置を認める仲裁人の報告が出された。

一方、米国は同年５月８日、GATS第21条に

基づき、賭博サービス（gambling and betting

services）を約束表から除外する修正手続を行

う旨、加盟国に通知。関係国は自国の利益が本

通報提案によって影響を受けうる場合、当該影

響を受ける国からの要請に基づき、米国との補

償交渉が行うことができるが、米国との間で協

議が整わなかったとして、アンティグア・バー

ブーダ及びコスタリカは2008年１月、必要な

補償についての仲裁判断を要請した。

コラム GATSと音響・映像サービス

（1）音響・映像サービスを巡る議論

①ウルグアイ・ラウンドにおける議論

音響・映像をはじめとする文化関連サービスを

巡っては、ウルグアイ・ラウンドにおけるGATS

の協定文策定の交渉時から、交渉参加国の間で対

立があった。すなわち、EU、豪州、カナダ等は、

音響・映像サービスは固有の言語、民族の歴史又

は文化的遺産の維持・伸展に重要な役割を果たす

ものであり、「文化的価値」の保護のための措置

は、GATSの例外として認めるべきと主張した。

これに対し、我が国及び米国等は、サービス貿易

の主要な分野のひとつである音響・映像サービス

を「文化的価値」という曖昧な概念を理由に

GATSの対象外とすることは不適当であると反

対。結局、協定の規定においては「文化的価値」

の保護のために必要な措置をサービス貿易自由化

の例外とはしない一方、EU等の文化保護を主張

する国々は、音響映像分野の約束を一切しない

（MFN免除登録及び市場アクセス、内国民待遇

に関する約束の留保）こととなった。
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②今次ラウンドの状況

EUをはじめ文化保護の重要性を強調する国々

の態度は依然として強固ではあるものの、「いか

なるセクターも交渉からアプリオリには排除され

ない」という原則は、2001年策定の交渉ガイド

ラインにおいて確立されており、音響・映像分野

についても今次サービス交渉の対象である。我が

国、米国、香港、台湾等の音響・映像サービス関

心国は、前述の原則に照らして当該分野の約束が

少しでも改善されることを目指して、音響・映像

フレンズを結成し、連携をとっている。

③ユネスコ「文化多様性条約」

「文化の多様性の確保」を最優先課題の１つと

するユネスコは、2001年の第31回総会において、

世界の多様な文化をグローバリゼーションに伴う

画一化の危険から守り活かしていくことを旨とす

る「文化多様性に関する世界宣言」を採択した。

その後、シラク仏大統領は、2002年のヨハネス

ブルグ・サミットにおいて、グローバリゼーショ

ンの進展の中で各国の文化を保護する必要がある

との基本的な考えの下、「文化的多様性は、言語

の急速な消滅、及び製品、法規範、社会構造やラ

イフスタイルの画一化により脅かされている」と

して、上記「文化多様性宣言」の国際約束化、す

なわち文化多様性条約の策定を目指すことを表明

した。仏・加など条約策定推進派53か国の文化

担当大臣の非公式なネットワークである INCP

（International Network on Cultural Policy）は、

独自に文化多様性条約案を起草した。

2003年10月には、第32回ユネスコ総会におい

て、「文化的コンテンツ及び芸術的表現」の多様性

の保護を目的とし、「文化多様性条約」の策定に取

り組むことが決定され、2005年10月の第33回総

会において同条約が採択された。これまでに、カ

ナダ、メキシコ、インド、フランス、オーストリ

ア、スペイン等が批准を行っており、30番目の批

准書が寄託された後３か月後に発効するという条

約の規定に従い、2007年３月18日に発効、12月10

～14日には第１回政府間委員会会合が開催された

（我が国は同条約未批准のためオブザーバー参加）。

我が国としては、本条約に基づく措置が、WTO

協定を始めとする他の国際約束と抵触すべきでは

ないこと、及び情報・文化の国際的な自由な交流・

流通が妨げられるべきではないことの二点が確保

されるよう議論に参加してきたところであり、発

効後の運用についても注視していく必要がある。

（2）各国の規制

第 I 部で取り上げたEUの措置のほか、その他

の加盟国における音響・映像サービスの規制につ

い、主なものは以下のとおり。

①豪州

豪州のテレビ放送のライセンス業者は、番組の

放映において、国産番組の最低放映時間数の枠と、

各種類の番組の放映時間数の枠を必ず満たさなけ

ればならない。

（a）テレビ放映・広告に係る規制

・テレビ放映に関する規制

豪州の民放テレビ放送局は、「Broadcasting

Services（Australian Content）Standard 2005」

により、国産番組の放映時間（６：00～24：00

の時間帯）が55％以上を占めるようにするとと

もに、各種番組（ドラマ・ドキュメンタリー・子

供番組など）の放映時間数の枠を必ず満たさなけ

ればならない。

・テレビ広告に関する規制

テレビ広告についても、「Australian content

standard in advertising（TPS）23」により、国

産コマーシャルが80%以上を占めるように規制さ

れている。

（b）1992年放送法

2006年 10月 18日、「Broadcasting Services
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Act 1992」のMedia Ownershipの改正法案が下

院を通過（上院通過は10月12日）し、外資制限

の撤廃、相互所有（クロスメディア）規制の撤廃

が図られることとなった。

また、外資によるメディア企業の株式保有制限

が撤廃され、財務相の事前認可（国益に反するか

否かで判断）のみとなった。

＜従来の外資制限＞

・民法テレビ局の株式は単独で15％（外資合計

で20％）まで

・有料テレビ局は単独で20％（合計で35％）まで

・全国紙・大都市圏紙は単独で 25%（合計で

30％）、地方紙は50％未満

更に、現在禁止しているメディア（有料テレビ

放送を除く）の相互所有を解禁し、単一企業がテ

レビ局・ラジオ局・新聞社を同一地域内で複数所

有することが可能となった（ただし、都市部では

5つ以上、地方部では4つ以上のメディア系列を

残すことが条件）。

②カナダ

カナダは、文化産業保護政策として、書籍、定

期刊行物、映画、ビデオ、音楽、放送等に関する

産業に対して、保護措置を採っている。その趣旨

は、自国の当該産業が、隣国米国との激しい競争

にさらされ、コスト的に競争できないがゆえに米

国に支配されてしまい、カナダの国としてのアイ

デンティティーも脅かされる事態を防ぐという問

題意識に根ざしている。

カナダ政府は、1999年、文化産業における外国

資本投資の審査はカナダ投資局からカナダ遺産省

に移管され、カナダ遺産大臣は、映画、ビデオ、音響、

書籍、雑誌におけるカナダの文化コンテンツの多様

性を促進するための制度、配給を指示する政策を採

っている。具体的には以下のような規制が存在する。

（a）コンテンツ割当規制

ラジオ放送（放送する音楽の35%はカナダ製）、

テレビ放送（39％はカナダ番組）、書籍販売（売

上の53％はカナダ書籍）等、ほぼすべての文化

産業にコンテンツ割当規制が存在。

（b）補助金、税制優遇制度

カナダ遺産省では継続的にカナダコンテンツを

含む映画や芸術、書籍を製造する企業・個人に対

して、補助金や税制優遇という形で資金援助をお

こなっている。（例：Canadian Film or Video

Production Tax credit（FTC）Program：カナ

ダコンテンツを含む映画制作する企業に対しては

人件費の25％を税還付）

③中国

（a）アニメ放送規制

2006年８月７日、中国国家放電総局は、「未成

年の思想道徳の建設」及び「国産アニメ産業の繁

栄」を目的として、ゴールデンタイムのアニメ放

送に係る規制を盛り込んだ通知を発出。規制の概

要は次のとおり。

（a）2006年９月１日以降、毎日17時～20時の間

は外国アニメを放送してはならない。

（b）各アニメチャンネルは、毎日17時～20時の

間は国産アニメを放送しなければならない。

（c）2006年９月１日以降、アニメチャンネル等の

未成年を主要な対象とするチャンネルでは、国

産アニメの輸入アニメに対する比率は7：3を

下回ってはならない（それ以外のチャンネルに

ついては、従来どおり６：４）。

（b）映画制作会社・映写会社への投資規制

2006年12月29日、中国は文化安全の維持、文

化産業発展の保護と促進を図るべく、文化多様性

条約を批准した。また、『外商投資産業指導目録

（2007年修正）』（国家発展改革委員会、商務部

2007年10月）において、「外資による映画制作会

社や映写会社への投資を禁止」する規定が新たに

設けられた。
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コラム GATSと「人の移動」

1．ウルグアイ・ラウンドにおける交渉背景

ウルグアイ・ラウンド交渉時、サービス取引の

態様として①「サービス提供の越境」、②「消費の

越境」、③「生産要素の移動」の３つに加え、労働

力の輸出をサービスの提供と考え、自国内の労働

者を先進国へ入国させる自由を確保しようとする

開発途上国は、④「労働の越境移動」を１つの態

様として加える旨を要求した。これに対して先進

国は、サービスの貿易が外国資本と労働者の進出

を伴うものである以上、協定が「人の移動」に関

する規律自体を定めることは受け入れる（このよ

うに「人の移動」は第４の態様として取り上げら

れたため、一般に「第４モード」と呼ばれる）も

のの、「労働移動」の自由化には入国管理政策の

変更が必要になるとして反対した。

「人の移動」に関する規律を設けること自体が、

その自由化を保障するとは限らない。他の態様と

同様、一部の原則を除けば、あくまで自由化の程

度は各国の約束に委ねられるためである。先進国

側は企業内転勤（外国の本社と自国の子会社間の

従業員の移動）の自由化について約束を行うとし

たが、海外に拠点を置く余力のない企業がほとん

どである開発途上国はそれではメリットがないと

して、拠点を有さない自然人についても外国企業

との契約によって雇用される場合には受入れを行

うよう主張した。

こうした先進国・開発途上国の溝はウルグア

イ・ラウンドの終了までには十分に埋まらず、

「金融」とリンクする形で、「人の移動」について

も継続交渉がなされることとなった。その結果、

1995年7月21日にはGATSと不可分一体を成す

ものとして第４モードの適用範囲及び加盟国に出

入国管理に関する措置を採る権利を認めた「サー

ビスを提供する自然人の移動に関する附属書（人

の移動に関する附属書）」が採択されるに至り

（1996年１月30日発効）、また、1995年７月28日

には豪州、カナダ、インド等が第4モードにおけ

る約束範囲の拡大及び滞在期間等の延長を含んだ

約束表の改訂を行った。

2．GATSにおけるルール

（1）適用範囲

GATSにおける「人の移動」の適用範囲は、第

１条（適用範囲及び定義）及び「人の移動に関す

る附属書」に規定されている。

第１条では、「サービスの貿易」の４つの取引

の態様（モード）の1つとして、「いずれかの加

盟国のサービス提供者によるサービスの提供であ

って他の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在

を通じて行われるもの」（人の移動）が規定され

ている。

「人の移動に関する附属書」では、「加盟国がそ

の領域への自然人の入国又は当該領域内における

自然人の一時的な滞在を規制するための措置」、

すなわち出入国管理措置を加盟国の権利として認

める一方、「加盟国の雇用市場への進出を求める

自然人」、すなわち、雇用を求めて移動する労働

者に影響を及ぼす措置、及び「永続的な市民権、

居住又は雇用に関する措置」については、対象外

としている。

（2）規律の概要

他のモード同様、第４モードについても、すべ

ての分野に適用される義務（「最恵国待遇」の義

務（GATS第２条）、「透明性」の義務（同第３条）、

行政上の決定について法的救済を保証する義務

（同第６条２）等）があり、また、同第16条（市

場アクセス）及び同第17条（内国民待遇）に基

づく約束内容に応じた義務が各加盟国に課され

る。
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3．各国の第４モード約束方法

ウルグアイ・ラウンドの結果、「人の移動」を

GATSの規律の対象に含めることとなったもの

の、上記１で述べたとおり、実際にどの程度まで

認めるかは、各加盟国が約束表の中で各々決める

こととされた。現在、大半の国は、「第４モード」

の約束を各サービス分野においてそれぞれ行うの

ではなく、「分野横断的な約束（hor izonta l

commitment）」欄において包括的に規定してい

る。その主な類型は、次のとおりである。

①企業内転勤

日本への入国・一時滞在の申請を行った日の直

前の１年以上の期間にわたって日本以外の加盟国

の法人において雇用されていた自然人が、同法人

の日本支店又は法人に５年を上限として転勤し

て、①長として支店を管理する活動、②役員又は

監査役として法人を管理する活動、③法人の一又

は二以上の部門を管理する活動、④物理学、工学

その他の自然科学に関する高度の技術・知識を要

する活動、⑤法律学、経済学、経営学、会計学そ

の他の人文科学に関する高度の知識を要する活動

を行うことが認められている。

②業務連絡（短期滞在）

業務連絡（サービスの販売のための交渉を含む）

その他類似の活動が90日以内の期間認められる。

但し、日本国内から報酬を得ないこと、一般公衆

への直接販売や直接のサービス提供を行わないこ

とが条件となる。

③自由職業サービス（独立の専門家）

日本への入国・一時滞在の申請を行った日の直

前の１年以上の期間にわたって日本以外の加盟国

の法人において雇用されていた自然人が、５年を

上限として日本に転勤して、弁護士、外国法事務

弁護士、弁理士、海事代理士、公認会計士、税理

士としてサービスを提供することが認められる。

ただし、弁護士ならば、日本の弁護士資格を取得

しており、弁護士登録をしていることが条件とな

るなど、必要な資格要件を満たしていることが必

要である。

なお、我が国の出入国管理及び難民認定法は、

在留資格付与に際しての要件を記載しているが、

GATS「この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書」

１．この附属書は、サービスの提供に関し、加盟国のサービス提供者である自然人及び加盟国のサー

ビス提供者が雇用する加盟国の自然人に影響を及ぼす措置について適用する。

２．この協定は、加盟国の雇用市場への進出を求める自然人に影響を及ぼす措置及び永続的な市民権、

居住又は雇用に関する措置については、適用しない。

３．加盟国は、第三部及び第四部の規定に従い、この協定に基づきサービスを提供するすべての種類

の自然人の移動に適用される特定の約束について交渉することができる。特定の約束の対象とされ

る自然人については、当該約束の条件に従ってサービスを提供することを認める。

４．この協定は、加盟国がその領域への自然人の入国又は当該領域内における自然人の一時的な滞在

を規制するための措置（自国の国境を保全し及び自国の国境を越える自然人の秩序ある移動を確保

するために必要な措置を含む）を適用することを妨げるものではない。ただし、当該措置が特定の

約束の条件に従って加盟国に与えられる利益を無効にし又は侵害するような態様で適用されないこ

とを条件とする。
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係る出入国管理のための措置は、明示的に留保を

行っていない場合であっても、特定の約束によっ

て各加盟国に与えられる利益を無効化し又は侵害

していない限り実施することができる。

本社 

雇用関係 
転勤 

契約 一時的滞在 

派遣 

  

事　例 提供国 消費国 

（分野横断的約束における主な類型） 

分野横断的約束に 
おける主な類型 

１．企業内転勤 
（Intra-Corporate  
　Transferees: ICT） 

３．独立の専門家 
（Independent  
　Professionals: IP） 

４．契約に基 
　　づくサー 
　　ビス提供 
　　者 
（Contractual  
　Service  
　Suppliers)

２．短期滞在 
（Business  
　Visitors: BV） 

企業対 
企業の 
契約 

企業対 
個人の 
契約 

（●サービス提供者 
支店） 

（●サービス提供者） 

（●サービス提供者） 

（●サービス提供者） 

◇サービス 
　消費者 

◇サービス 
　消費者 

◆自然人 

◆自然人 

◆自然人 

◆自然人 

◆自然人 

◆自然人 
出張・渡航 

（●潜在的サービス提供者） 

（◇サービス消費者） 

（◇サービス消費者） 

サービス提供契約 

サービス提供契約 

（例）経営者、管理者、
高度技術者 

（例）商談などの業務 
（この時点で報酬
を得ない活動） 

（例）外国の消費者と
の契約に基づき入
国する独立のコン
ピューター技術者 

（例）企業と企業の契
約に基づき派遣さ
れるコンピュータ
技術者従業員 

（例）企業と独立のコ
ンピューター技術者
の契約に基づき入
国する独立のコン
ピューター技術者 

コラム 電子商取引の議論と主要論点

①WTOにおける電子商取引に関する主要論点

WTOでは、電子商取引について、新しい取引

形態であること、国境を越える取引を伴うことが

多いこと等から、WTO協定との関係について議

論が進められている。具体的に検討の対象となっ

ている主な論点をあげれば、以下のとおりである。

ａ．デジタルコンテンツの協定上の取り扱い

電子商取引は、財、サービスの流通構造に大き

な変革をもたらしつつある。特に、契約、決済の

電子化に留まらず、オンラインを用いて財、サー

ビスを送信する商形態が進展しつつあり、国際的

な流通市場を構築しようとの動きもある。

こうした新しい商形態をWTO協定上どう取り

扱うかについては、まず、いわゆるデジタルコン

テンツの分類問題が議論されてきている。デジタ

ルコンテンツを売買する際、その代価は物の購買

料か、サービスの対価か、知的財産権の使用料か

という分類いかんにより、適用されるべき規律が

異なってくる。また、本質的に同じモノが物理的

に流通する場合とネットワーク上で流通する場合

とで差別的な取り扱いがある場合は、貿易歪曲効

果を生じさせるとの指摘もなされている。

本件についてEUは、デジタルコンテンツの提

供はサービスの範疇に含まれ、サービスの提供を

規律するサービス協定が適用されるべきであり、

提供の手段が、例えば放送サービスによる場合と

電子商取引による場合とで差を設けるべきではな
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い（技術中立性を保つべき）と主張している。

我が国の立場は、デジタルコンテンツがキャリ

アメディアに記録されて越境取引される場合に

GATTの規律対象になるケースにおいては、同

様のデジタルコンテンツが仮にインターネットを

通じて配信される場合にも、GATTに適用され

るような、最恵国待遇、内国民待遇及び数量制限

の一般的廃止といった原則が適用されることが不

可欠であるというものである。米国も同様に、デ

ジタルコンテンツに適用される規律は、GATT

かGATSかという狭い議論ではなく、電子商取

引の発展という目的に適うことが重要であり、現

在与えられている市場アクセスの程度を後退させ

るような決定を行うべきではないと主張してい

る。このような観点からは、EUの「電子商取引

にサービス協定の規律のみを適用すべき」との主

張は、サービス協定の155分類のサービス分類中、

特に映像・放送サービスに係る文化的理由を付し

た最恵国待遇免除登録及び市場アクセス・内国民

待遇に関する留保を、電子商取引に適用すること

を狙うものではないかとの懸念を有している。デ

ジタルコンテンツの概念についてはなお整理が必

要であるが、電子商取引の推進のためには、内国

民待遇、最恵国待遇、数量制限の禁止といった

WTO の基本原則の適用が最大限確保されるべき

である。

ｂ．電子送信に対する関税賦課問題

従来、CD－ROM等の媒体に格納され、モノの

形で取引されてきたデジタルコンテンツがオンラ

イン上で取引された場合の課税を考えた場合、こ

れらの取引を徴税機関が捕捉することは物理的に

非常に困難であるという問題がある。また、電子

送信行為を課税の対象とし、送信量（通信ログ等

により算出）に基づき課税しようとしても、デジ

タルコンテンツそのものの価値と送信量は必ずし

も比例しないことから、実際のコンテンツの価値

の評価とは無関係に課税されるという問題が生ず

る。

このように、電子送信に対する関税賦課には技

術的な問題があることに加え、電子商取引の発展

のために、自由な取引環境を確保する必要がある

との観点から、インターネット取引に関税を賦課

すべきではないとの国際合意を形成すべきとの声

が高まってきた。

その結果、1998年の第２回WTO閣僚会議にお

いて、「グローバルな電子商取引に関する閣僚宣

言」が合意され、その中に、「次期閣僚会議（1999

年）まで電子送信（electronic transmission）に対

する関税を賦課しないという現在の慣行を継続す

る（関税不賦課のモラトリアム）」旨記載された

（なお、物品の配送が物理的に行われる場合には、

通常の取引同様関税賦課の対象となる）。

この関税不賦課のモラトリアムの取り扱いにつ

いては、1999年の第３回WTO閣僚会議が決裂し

た結果、合意がない状態が続いていたが、2001

年 11月のカタール・ドーハでの第４回WTO閣

僚会議において、第5回閣僚会議までの延長が宣

言された。しかしながら、その後、2003年９月

のカンクンでの第５回閣僚会議が決裂し、この関

税不賦課のモラトリアムは延長されていなかった

が、2004年７月末の一般理事会合意により2005

年末の香港閣僚会議までモラトリアムは延長され

ることで合意された。その後、第６回WTO香港

閣僚会議においても、次回閣僚会議までのモラト

リアムの継続が宣言された。

ｃ．財政的インプリケーション（Fiscal implications

of ecommerce）

電子商取引には、生産・消費がなされた場所の

把握が困難であり、伝統的な国家の徴税管轄の概

念と実態とをどう調和させるかという問題があ

る。特に開発途上国からは、電子商取引の発展に

より、課税面での国家の歳入が減少するのではな
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いかとの懸念が表明されている。開発途上国の理

解を得るためにも、電子商取引の振興を図ること

によって国家経済全体に与えるプラスの効果と、

課税面で国家の歳入に与えるマイナスの影響等に

つき更なる検討が必要である。

ｄ．我が国の取組

電子商取引の更なる発展と国際的に調和された

環境整備のための具体的なルール作りの重要性に

鑑み、我が国はWTOの場において積極的に議論

に参加してきた。具体的には、経済産業省（旧通

商産業省）は、電子商取引とWTOを巡って今後

検討が必要な論点を示し、議論を提起することを

目的として、2000年６月に通商産業省第１次提

案、同年10月に第２次提案を、更に2001年６月

に経済産業省提案を公表した。

提案の概要は以下のとおり。

―基本的考え方

電子商取引は、これからの世界経済において、

国際的な情報格差を解消し、世界的な「eQuality」

を実現するための新たな力強い手段である。ここ

で挙げた「eQuality」には、情報化社会に生きる

人々にとって、「公平性（equality）」や、「生活

の質（quality of life）」の確保が必要不可欠であ

るという、強い信念が込められている。この

「eQuality」の確保を課題とした本提案の思想は、

2000年７月の九州・沖縄サミットで発出された

IT憲章及び2001年１月に施行された高度情報通

信ネットワーク形成基本法（IT基本法）の理念

とも呼応するものとなっている。

また、本提案においては、３つのバランスの確

保が念頭に置かれている。

第一は、企業及び消費者双方の利益のバランス

である。すべての国が等しく情報化社会の

「eQuality」を確保するにあたっては、企業活動

が消費者の利益を損なうことがないよう、加盟国

が消費者及び産業界双方の利益を考慮した上で、

政策を着実に実施することが求められる。

第二に、先進国と開発途上国のバランスある発

展が挙げられる。まずは信頼性が高く安定したネ

ットワークを全世界的なレベルで確保し、先進

国・開発途上国双方において電子商取引の発展す

る機会を与えることが重要である。更に情報社会

への移行に向け、自由化と円滑化を進めるだけで

なく、社会的、文化的事情をも考慮しつつ、一貫

性を持った環境を作ること、キャパシティ・ビル

ディングによる開発途上国の能力向上を図ること

が、先進国と開発途上国双方にとっての「eQuality」

の確保につながる。

そして、第三に、自由化とルールのバランスの

確保である。ネットワーク経済においては各国の

自由化によって、企業は国際的な活動の幅が広が

り、経済活動が活発化する。一方で、情報経済に

おいては、グローバル企業による国際的な寡占状

態が発生しやすいと指摘されており、自由化後の

市場において、公正な競争が行われることが、自

由化のメリットを享受する必要条件となる。また、

活力あるサイバー空間の構築のためには、誰もが

安心して参加できるような市場環境の整備に向け

たルール作りが不可欠である。電子商取引の自由

化の促進と必要な消費者保護、信用秩序の維持等

についての法的環境とのバランスを考慮すべきで

ある。

―本提案で提起した主な具体的論点

・電子商取引委員会の設置

更に検討を進めていくために、一般理事会の下

に電子商取引委員会を設置することを提案。同委

員会では、各理事会における交渉の進捗のマンデ

ートをフォローしながら適宜ガイダンスを行うと

共に、自らも各理事会のマンデートを超える分野

横断的問題を中心として検討作業を行う。
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・電子商取引関連分野の自由化

国境を越えて行われる電子商取引は、通信、決済、

物流等の関連サービスが国境を越えて提供される

ことによって行われるものであり、これらの関連

サービスの市場アクセスの確保が不可欠である。

国境を越えて行われる電子商取引に密接に関連す

るサービス貿易の自由化の促進の観点から、我々

は交渉を円滑に進める上で適切な範囲のサービス

を「電子商取引クラスター」とすることを支持する。

・国内規制原則

電子商取引の発展によって、企業による複数国

への参入が容易になった反面、各国国内規制の問

題が顕在化している。各国が政策目標を実現する

ために導入した様々な国内規制が、国境を越えた

電子商取引を阻害し、貿易制限的効果を有する場

合がありうる。電子商取引の更なる発展のために

は、各国で行われている国内規制を必要最小限の

ものとして統一することが望ましい。電子商取引

に関する国内規制原則として、客観性・透明性・

必要（最小限）性が担保されるべきであり、この

他に追加されるべき原則とこれらの原則の判断基

準の策定に向けて検討すべきである。

・開発途上国へのキャパシティ・ビルディング

電子商取引の発展の恩恵が開発途上国にも均霑

されるために、WTO及びメンバー国にできる開

発途上国支援を検討する。具体的には、技術協力、

インフラの整備、緊密な政策対話による情報・経

験の共有、APEC等の地域的枠組みを利用した協

力などが考えられる。

②WTOにおける検討の経緯

WTOにおける電子商取引に関する検討の経緯

をまとめると以下のとおりである。

ａ．第２回WTO 閣僚会議における作業計画策定

の決定（1998年5月）

1998 年５月にジュネーブで行われた第２回

WTO閣僚会議において、「グローバルな電子商

取引に関する閣僚宣言」が採択された。本宣言で

は、電子商取引に関するすべての貿易関連の問題

について検討するための作業計画の策定が決定さ

れるとともに、電子送信に対する関税不賦課原則

について合意がなされた。

ｂ．作業計画の策定と下部機関における検討

（1998年10月～1999年７月）

ジュネーブでの閣僚宣言を踏まえて1998年10

月に電子商取引に関する作業計画が策定された。

以後、サービス理事会、物品理事会、TRIPS理

事会、貿易と開発委員会の４下部機関における検

討が1999年７月まで行われ、その検討結果が一

般理事会に報告された。

ｃ．電子商取引作業計画の中断と再開（1999年

12月～2000年12月）

1999年12月のシアトル閣僚会議が決裂した後、

電子商取引作業計画は事実上休止していた。しか

し、技術革新の早い分野における電子商取引関連

セクターの自由化、ルール策定を求める声は閣僚

会議決裂後も引き続き高く、シアトル閣僚会議か

ら約半年後の2000年７月の一般理事会において、

電子商取引作業計画の再開が決定された。その後、

下部機関での検討が進められる中で、電子商取引

を巡るWTO上の諸問題の多くは分野横断的視点

からの検討が必要であるとの認識が、日本をはじ

め各国の間から生じてきた。そこで、電子商取引

がWTO上の規律に与える様々な影響（モノ、サ

ービス、知的財産等の貿易に対する影響）を幅広

く理解するために、電子商取引に関して分野横断

的な検討を行うべく作業部会の設置が検討された。

2001年６月に電子商取引特別会合（dedicated

discussion on e-commerce）を開催し、専門家に

よる分野横断的課題の集中的な討議を行うことが

決定された。
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ｄ．第４回WTOドーハ閣僚会議（2001年11月）

第４回WTO閣僚会議において、第５回閣僚会

議までの関税不賦課のモラトリアムについて合意

がなされるとともに、電子商取引作業計画を継続

し、計画を更に進めるために適切な枠組み（institu-

tional arrangements）を作ることを検討するこ

と、そして第5回閣僚会議に検討の進捗状況につ

き報告を行う旨が宣言された。

ｅ．ドーハ閣僚会議以降の動き

ドーハ以降、電子商取引に関する検討は、引き

続き一般理事会の下の電子商取引特別会合を中心

に行われた。第２回会合（2002年５月）以降も

引き続き分類問題について議論がなされたほか、

財政的インプリケーションについても議論が行わ

れた。我が国からも開発に関してIT協力を紹介

するペーパーを提出し、本件に関する積極的貢献

を行った。この他、2002年４月に貿易と開発委

員会でセミナーが開催されたこともあり、開発途

上国の関心が寄せられた。これらの結果、電子商

取引推進の重要性について開発途上国の理解を

徐々に得るに至った。

また、米国は、電子商取引の更なる発展のため

にいくつかの基本的な原則（自由な取引環境の確

保、市場アクセスの拡大、関税不賦課モラトリア

ムの恒久化等）について加盟国間で合意を目指す

ことを提案し、先進国からは概ね支持が得られた。

200４年７月のWTO一般理事会では、2003年

９月に第５回WTOカンクン閣僚会議で合意され

る予定であった関税不賦課のモラトリアムについ

て、第6回WTO閣僚会議まで延長することが決

まった。

ｆ．第６回WTO香港閣僚会議（2005年12月）

第６回WTO閣僚会議において、次回閣僚会議

までの間、電子送信に対して関税を課さない現在

の慣行を維持することが宣言された。また、電子

商取引作業計画に基づく検討作業が未だ完了して

いないことに留意し、開発関連事項及び電子ソフ

トウェアの貿易上の取扱等に関する議論を再活性

化することが合意された。

【EUの電子的に配信されたサービスに対する

付加価値（VAT）税について】

EUでは、EU域外事業者がデジタルコンテン

ツをEU 域内消費者に販売した場合には、VAT

（付加価値税）を徴収しなければならない、とい

う改正VAT指令（2002/38/EC）が2002年５月

に決定され、EU加盟国は2003年７月までに各加

盟国で実施されることとなり、ほぼすべての加盟

国において国内法制化されている。

当該指令の下では、EU域外の事業者とEU域

内の消費者との間でデジタルコンテンツの取引が

行われる場合、域外事業者はEU加盟国のうちい

ずれか一国の税務当局に登録し、消費者の移住地

に従ってVATを価格に上乗せし、登録した国に

納税する（消費地主義）。これに対し、EU域内

の事業者・消費者間の取引の場合は、事業者は拠

点を設置した国の税率に従って、その国にVAT

税を納入することになる。このように、EU域内

事業者に比べ域内に拠点を設置していない域外事

業者は、販売先の国ごとの税率を計算し納入しな

ければならないなど、煩雑な事務作業負担が生じ

る可能性が高くなることが懸念される。


